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【開催日】 令和５年５月１７日（水） 

【開催場所】 議場 

【開会・散会時間】 午前９時３０分～午前９時３３分 

【出席議員】 

議  長 髙 松 秀 樹 副 議 長 中 村 博 行 

議  員 伊 場   勇 議  員 大 井 淳一朗 

議  員 岡 山   明 議  員 奥   良 秀 

議  員 笹 木 慶 之 議  員 白 井 健一郎 

議  員 恒 松 恵 子 議  員 中 岡 英 二 

議  員 中 島 好 人 議  員 福 田 勝 政 

議  員 藤 岡 修 美 議  員 古 豊 和 惠 

議  員 前 田 浩 司 議  員 松 尾 数 則 

議  員 宮 本 政 志 議  員 森 山 喜 久 

議  員 矢 田 松 夫 議  員 山 田 伸 幸 

議  員 吉 永 美 子   

【欠席議員】なし 

【事務局出席者】 

局  長 河 口 修 司 局 次 長 中 村 潤之介 

議事係長 山 田 寿実子 議事係主任 岡 田 靖 仁 

庶務調査係書記 若 野 みちる   

【付議事項】 

議運決定事項について 

 

午前９時３０分 開会 

 

髙松秀樹議長 おはようございます。ただいまより全員協議会を始めます。本

日の付議事項は議運決定事項についてです。議会運営委員長の報告を求

めます。 
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（大井淳一朗議会運営委員長 登壇） 

 

大井淳一朗議会運営委員長 ただいまより、第４３回から第４６回議運決定事

項について御報告いたします。まず、令和５年第２回（５月）臨時会に

ついてです。（１）執行部から臨時会を開催し、議案８件を上程する旨

の申入れがあったため、令和５年第２回（５月）臨時会を次のとおり開

催することといたしました。（２）会期案は、５月１７日水曜日から２

６日金曜日までの１０日間といたしました。なお、議案名は資料１のと

おりでございます。（３）本会議の前に執行部出席者のうち異動のあっ

たものの自己紹介を行うことといたしました。（４）議事日程案は資料

２のとおりといたしました。（５）エコスタイル（クールビズ）の期間

は５月１日から１０月３１日までとしますが、５月１７日水曜日の本会

議は、（３）があるため、従来どおりネクタイと上着を着用することと

いたしました。（６）本会議休憩中に一般会計予算決算常任委員会（全

体会）を行い、副委員長の互選を行うことを決定いたしました。続きま

して２点目、申し入れ書についてです。一般の方は、写真撮影のみ申請

できることといたしました。なお、一般の方に写真撮影を許可した場合

には、撮影後、事務局職員が、当該申請者が写真以外を撮影していない

かどうかを確認することといたしました。以上の審査結果を陳情者に回

答いたしました。また、以上の審査結果に伴って、撮影許可申請書を資

料３のとおり改めましたので御覧いただければと思います。委員会、全

員協議会及び政治倫理審査会の撮影許可申請書についても同様に修正し

ております。基本的には本会議に準ずるものでございますので、添付は

省略とさせていただきます。続きまして３点目、議会アドバイザーにつ

いてです。引き続き長内先生をアドバイザーに委嘱することを令和５年

４月２１日付けで決定し、同日委嘱しました。長内先生のプロフィール

は資料４のとおりでございます。４点目、議員及び傍聴人の検温につい

てです。新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したため、検温

の取扱いを以下のとおりといたしました。議員につきましては、来庁時

の検温結果の記帳は不要といたしました。なお、体調不良等の際には自
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発的に検温することを決定いたしました。傍聴人につきましては、検温

は不要といたしました。ただし、検温を希望する者に対しては、事務局

で検温を行うことといたしました。なお、パーテーション等については、

今後協議していくことを決定いたしました。以上で、議運決定事項につ

いて終わります。 

 

（大井淳一朗議会運営委員長 降壇） 

 

髙松秀樹議長 ただいまの報告につきまして、質疑はございますか。（「なし」

と呼ぶ者あり）以上で、全員協議会を終わります。 

 

午前９時３３分 散会 

 


